
◎国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一

部を改正する法律 
（平成二八年三月三一日法律第一八号）   

一、提案理由（平成二八年三月一六日・衆議院経済産業委員会） 

○林国務大臣 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正

する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書において、平成二十年度から平成二

十四年度までの五年間の温室効果ガス排出量を基準年比で六％削減するという目標が我

が国に対して課されました。この目標を達成するため、国内対策を基本として国民各界

各層が最大限努力してもなお不足すると見込まれた差分については、政府が国際的な排

出量取引等を用いて対応することとし、平成十八年に独立行政法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構法を改正して、同機構がこの業務を行ってきました。 

その法改正の際、京都議定書の目標の対象期間及び対象期間中の排出量の算出、確定

等のための調整期間等を踏まえるとともに、将来の国際的な枠組みが未定であったこと

等から、当該業務の関係規定は平成二十八年三月三十一日までに廃止するものとすると

附則で規定されました。今般、その廃止期限を迎えるとともに、我が国は京都議定書の

目標を達成し、同機構が排出量取引等の業務を継続する必要がなくなったことから、当

該業務の関係規定を削除する等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第でありま

す。 

なお、本法律は、平成二十八年三月三十一日から施行することとしております。 

以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

二、衆議院経済産業委員長報告（平成二八年三月二二日） 

○高木美智代君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書において、温室効果ガスの排出量を

基準年比で六％削減する目標が我が国に課せられました。 

本案は、この削減目標の達成に資するために新エネルギー・産業技術総合開発機構が

行ってきた排出量取引等の業務について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構法附則において平成二十八年三月三十一日までとされている廃止期限を迎え

るとともに、我が国は、京都議定書による温室効果ガスの削減目標を達成し、これまで

同機構が行ってきた当該業務を継続する必要がなくなったことから、これを廃止する等

の措置を講ずるものであります。 

本案は、去る三月十五日本委員会に付託され、翌十六日林経済産業大臣から提案理由

の説明を聴取した後、十八日に質疑を行い、同日、質疑終局後、採決を行った結果、全

会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 



以上、御報告申し上げます。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成二八年三月三一日） 

○小見山幸治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、審査の経過と結果を

御報告申し上げます。 

本法律案は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第一条の

二に規定する廃止期限の到来に伴い、同機構が行う国連気候変動枠組条約の京都議定書

に基づき参加する排出量取引等の業務に係る関係規定を削除する等の措置を講じようと

するものであります。 

委員会におきましては、機構によるクレジット取得業務に対する評価と今後の取組、

パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の在り方と原子力発電の位置付け、我が国のエネル

ギー・環境技術の開発促進とグローバル展開の必要性等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願います。 

質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

以上、御報告申し上げます。 


